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第１３章 市民生活及び市内経済の安定の確保 

第１節 準備期 

１ 目的 

新型インフルエンザ等の発生時には、市民の生命及び健康に被害が及ぶとともに、新

型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により市民

生活及び社会経済活動に大きな影響が及ぶ可能性がある。市は、自ら必要な準備を行い

ながら、事業者や市民等に対し、適切な情報提供・共有を行い、必要な準備を行うこと

を勧奨する。また、指定（地方）公共機関及び登録事業者は、新型インフルエンザ等の

発生時において、新型インフルエンザ等対策の実施や自らの事業を継続することによ

り、市民生活及び社会経済活動の安定に寄与するため、業務計画の策定等の必要な準備

を行う。これらの必要な準備を行うことで、新型インフルエンザ等の発生時に市民生活

及び社会経済活動の安定を確保するための体制及び環境を整備する。 

 

２ 所要の対応 

（１）情報共有体制の整備【保健医療部】 

市は、新型インフルエンザ等の発生時に、市民生活及び社会経済活動への影響に関

する情報収集を行うため、関係部局間並びに県と国及び市との間で、連絡の窓口とな

る部署及び担当者を定め、情報共有体制を整備する。また、各部局は関係機関との間

で、連絡の窓口となる部署及び担当者を定め、情報共有体制を整備する。 

（２）支援の実施に係る仕組みの整備【保健医療部、総務部】 

市は、新型インフルエンザ等の発生時の支援の実施に係る行政手続や支援金等の給

付・交付等について、ＤＸを推進し、適切な仕組みの整備を行う。その際は、高齢者

やデジタル機器に不慣れな方々、外国人等も含め、支援対象に迅速に網羅的に情報が

届くようにすることに留意する。 

（３）物資及び資材の備蓄110【保健医療部、総務部】 

ア 市は、市行動計画に基づき、第１２章第１節（「物資」における準備期）に記載

する感染症対策物資等のほか、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等

対策の実施に当たり、必要な食料品や生活必需品等を備蓄する111。 

なお、上記の備蓄については、災害対策基本法第４９条の規定による物資及び資

                                                      
110 ワクチン接種資器材等及び検査物資の備蓄については、それぞれの対策項目の章の記載

を参照。 
111 特措法第１０条 
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材の備蓄と相互に兼ねることができる112 。 

イ 市は、事業者や市民に対し、新型インフルエンザ等の発生に備え、マスクや消毒

薬等の衛生用品、食料品や生活必需品等の備蓄を行うことを勧奨する。 

（４）生活支援を要する者への支援等の準備【保健医療部、福祉部】 

   市は、県と連携し、新型インフルエンザ等の発生時における、高齢者、障害者等の

要配慮者113への生活支援（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時

の対応等について、要配慮者の把握とともにその具体的手続を決めておく。 

（５）火葬能力等の把握、火葬体制の整備【市民部】 

市は、国及び県と連携し、火葬場の火葬能力及び一時的に遺体を安置できる施設等

についての把握・検討を行い、火葬を円滑に行うための体制を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
112 特措法第１１条 
113 要配慮者への対応については、政府ガイドライン「保健に関するガイドライン」P21-23

「（参考）要配慮者への対応」を参照。 
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第２節 初動期 

１ 目的 

市は、新型インフルエンザ等の発生に備え、必要な対策の準備等を行い、事業者や市

民等に、事業継続のための感染対策等の必要となる可能性のある対策の準備等を呼び掛

ける。また、新型インフルエンザ等が発生した場合には、速やかに所要の対応を行い、

市民生活及び社会経済活動の安定を確保する。 

 

２ 所要の対応 

（１）生活関連物資等の価格の安定等【保健医療部、商工観光部、農政部】 

市は、県と協力して、市民等に対し、生活関連物資等（食料品や生活必需品その他

の生活との関連性が高い物資又は経済生活上重要な物資をいう。以下同じ。）の購入

に当たっての消費者としての適切な行動を呼び掛けるとともに、必要に応じて事業者

に対しても、生活関連物資等の価格が高騰しないよう、また買占め及び売惜しみを生

じさせないよう要請する。 

（２）遺体の火葬・安置【市民部】 

   市は、県を通じての国からの要請を受けて、火葬場の火葬能力の限界を超える事態

が起こった場合に備え、一時的に遺体を安置できる施設等の確保ができるよう準備を

行う。 
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第３節 対応期 

１ 目的 

市は、準備期での対応を基に、市民生活及び社会経済活動の安定を確保するための取

組を行う。また、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関

する措置により生じた影響を緩和するため、必要な支援及び対策を行う。指定（地方）

公共機関及び登録事業者は、新型インフルエンザ等の発生時において、新型インフルエ

ンザ等対策の実施や自らの事業を継続することにより、市民生活及び社会経済活動の安

定の確保に努める。各主体がそれぞれの役割を果たすことにより、市民生活及び社会経

済活動の安定を確保する。 

 

２ 所要の対応 

（１）市民の生活の安定の確保を対象とした対応 

ア 心身への影響に関する施策【保健医療部、福祉部、教育部】 

市は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する

措置により生じ得る心身への影響を考慮し、必要な施策（自殺対策、メンタルヘル

ス対策、孤独・孤立対策、高齢者のフレイル予防、こどもの発達・発育に関する影

響への対応等）を講ずる。 

イ 生活支援を要する者への支援【保健医療部、福祉部】 

    市は、国の要請に基づき、高齢者、障害者等の要配慮者に必要に応じ生活支援

（見回り、介護、訪問診療、食事の提供等）、搬送、死亡時の対応等を行う。 

ウ 教育及び学びの継続に関する支援【保健医療部、教育部】 

市は、新型インフルエンザ等対策として、学校の使用の制限114やその他長期間の

学校の臨時休業の要請等がなされた場合は、必要に応じ、教育及び学びの継続に関

する取組等の必要な支援を行う。 

  エ 犯罪の予防【保健医療部、市民部】 

市は、混乱に乗じて発生が予想される各種犯罪を防止するため、犯罪情報の収集

に努め、広報啓発活動を推進する。 

オ 生活関連物資等の価格の安定等【保健医療部、商工観光部、農政部】 

（ア）市は、市民生活及び市内経済の安定のために、物価の安定及び生活関連物資等

の適切な供給を図る必要があることから、生活関連物資等の価格が高騰しないよ

う、また、買占め及び売惜しみが生じないよう、調査・監視をするとともに、必

                                                      
114 特措法第４５条第２項 
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要に応じ、関係業界団体等に対して供給の確保や便乗値上げの防止等の要請を行

う。 

（イ）市は、生活関連物資等の需給・価格動向や実施した措置の内容について、市民

への迅速かつ的確な情報共有に努めるとともに、必要に応じ、市民からの相談窓

口・情報収集窓口の充実を図る。 

（ウ）市は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそれが

あるときは、市行動計画に基づき、適切な措置を講ずる。 

カ 火葬の特例等【市民部】 

（ア）市は、県を通じての国からの要請を受けて、火葬場の経営者に可能な限り火葬

炉を稼働させる。 

（イ）市は、県を通じての国からの要請を受けて、死亡者が増加し、火葬能力の限界

を超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する施設等を直ち

に確保する。 

（２）社会経済活動の安定の確保を対象とした対応 

  ア 事業者に対する支援【保健医療部、財務部】 

    新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置に

よる事業者の経営及び市民生活への影響を緩和し、市民生活及び市内経済の安定を

図るため、当該影響を受けた事業者を支援するために必要な財政上の措置その他の

必要な措置を、公平性にも留意し、効果的に講ずる115。 

  イ 市民の生活及び地域経済の安定に関する措置【水道局】 

    水道事業者である市は、新型インフルエンザ等緊急事態において、市行動計画に

基づき、水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置を講ずる。 

（３）市民生活及び社会経済活動に及ぼす影響を緩和するその他の支援【保健医療部】 

市は、本章の各支援策のほか、新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等の

まん延の防止に関する措置により生じた市民生活及び社会経済活動への影響に対し、

必要に応じた支援を行う。なお、支援策の検討に当たっては、生活基盤が脆弱（ぜい

じゃく）な者等が特に大きな影響を受けることに留意する。 

 

 

                                                      
115 特措法第６３条の２第１項 


